
太陽光発電の新たな買取制度
現在、政府では「太陽光発電の新たな買取制度」を、年内開始にむけて準備を進めています！
この制度により、日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経
済発展にも大きく貢献すると考えています。詳しくは買取制度HP（URL）を御覧ください。

○ 太陽光発電によって発電した電力のうち、余剰電力が買取対象となります。
○ 買取期間は買取を開始した時点から10年間で、買取価格は固定されます。
（※設置された年度によって価格が低減していきます。導入当初は住宅用であれば48円です。）
○ 負担額については、電力需要家全員で負担をする全員参加型の制度です。
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※自家発電設備を併設している場合は、住宅用、非住宅用それぞれ３９円、２０円（導入当初）。


